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(54)【発明の名称】 先端フード部材

(57)【要約】
【課題】高価な材質を用いることなく、観察視野を確保
し、破損を防止し、患者に違和感を与えないようにす
る。
【解決手段】内視鏡１の挿入部１０の先端部１１には先
端フード部材２０が着脱自在の状態で設けられている。
先端フード部材２０は、軟性で弾性を有する軟性材料に
て形成されている。先端フード部材２０は先端部１１か
ら突出した突出部２１と先端部１１が嵌合される内視鏡
固定部２２とを有する。突出部２１には、凸部２４，２
４と凹部２３，２３が形成されている。 凸部２４，２
４と凹部２３，２３の形状は、該突出部２１の先端から
力が加わった際に、該突出部２１の凸部２４，２４が
０．２９Ｍｐａ以下の力で変形するように設定してい
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  内視鏡の挿入部の先端部に着脱自在若し
くは一体に設けられ、前記内視鏡の観察視野方向に突出
する突出部を有する先端フード部材において、
前記突出部は、弾性変形可能な軟性部材にて形成すると
ともに、
該突出部の凸部の周方向連続範囲が略１８０°以下とな
るように少なくとも２つの凹部を設け、
該突出部の先端側からの押圧により変形可能に形成した
ことを特徴とする先端フード部材。
【請求項２】  前記突出部の先端側からの略０．２９Ｍ
Ｐａ（３ｋｇｆ／ｃｍ２）以下の力で変形するよう形成
したことを特徴とする請求項１に記載の先端フード部
材。
【請求項３】  前記突出部の一部変形した際に、前記観
察視野に見える前記突出部の量が増加するように前記突
出部を形成したことを特徴とする請求項１ないし２に記
載の先端フード部材。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は内視鏡の挿入部の先
端部に設けられる先端フード部材に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、手術に用いる内視鏡装置の一例と
して、内視鏡の挿入部の先端部に観察光学系、ライトガ
イド、空気・水送り口及び吸引口を配設して形成したも
のがある。このような内視鏡装置では、ライトガイドか
ら生体組織等の被写体に光を当て、この光を当てた被写
体を対物レンズを介して視認し、空気・水送り口より送
出した空気或いは水やその他の物質を吸引口で吸引し得
るようになっている。
【０００３】さらに、内視鏡装置としては、観察光学系
の観察窓と被写体との間の最接近距離を確保するため、
内視鏡の挿入部の先端部にフードを設けたものがある。
【０００４】フードを設けた内視鏡装置の一例として、
特開２００１－２２４５５０号公報には、略円筒状のフ
ードを有し、観察視野の対角方向に位置するフードの周
壁の少なくとも１箇所を部分的に切り削いだ形状にした
内視鏡が開示されている。
【０００５】一方、特開昭５９－９３４１３号公報に
は、略円筒状で可撓性のフードの開口端に切り欠きを有
するフードが開示されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特開２
００１－２２４５５０号公報に記載の内視鏡では、フー
ドは略円筒状であり変形し難いため、フードの先端側か
ら力が加わると、フードの突出部分や内視鏡への装着部
分に力が集中することになり、このような力からフード
の破損を防止するために、フードの材質に耐久性が高い
高価なものを使用しなければならなかった。また、この
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ような力により、フードが内視鏡の装着部からずれた
り、外れたりするのを防止するため、フードを内視鏡の
装着部に装着する構造が複雑化し、内視鏡の修理やメン
テナンスの際にフードを外すのが困難になる等の問題が
あった。
【０００７】特開昭５９－９３４１３号公報に記載の技
術では、フードの一部に切り欠きが設けられ、フードの
外周方向からの力に対してはフードが変形するものの、
フードの先端側からの力に対しては、略円筒であるため
変形し難く、特開２００１－２２４５５０号公報と同様
の問題があった。
【０００８】また、フードの強度を高くすると、体腔内
に挿入した際に、患者に違和感を与えないようにするた
めには、術者が気を遣って操作する必要がある。しかし
ながら、フードの先端側からの力によりフードが変形す
る力量については何ら考慮がなされていなかったため、
患者に違和感を与える可能性があった。
【０００９】本発明は、上記事情に鑑みてなされたもの
であり、高価な材質を用いることなく、観察視野を確保
し、破損を防止し、患者に違和感を与えない先端フード
部材を提供することを目的としている。
【００１０】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため
請求項１に記載の先端フード部材は、内視鏡の挿入部の
先端部に着脱自在若しくは一体に設けられ、前記内視鏡
の観察視野方向に突出する突出部を有する先端フード部
材において、前記突出部は、弾性変形可能な軟性部材に
て形成するとともに、該突出部の凸部の周方向連続範囲
が略１８０°以下となるように少なくとも２つの凹部を
設け、該突出部の先端側からの押圧により変形可能に形
成したことを特徴とする。
【００１１】請求項２に記載の先端フード部材は、請求
項１に記載の先端フード部材であって、前記突出部の先
端側からの略０．２９ＭＰａ（３ｋｇｆ／ｃｍ２）以下
の力で変形するよう形成したことを特徴とする。
【００１２】請求項３に記載の先端フード部材は、請求
項１ないし２に記載の先端フード部材であって、前記突
出部の一部変形した際に、前記観察視野に見える前記突
出部の量が増加するように前記突出部を形成したことを
特徴とする。
【００１３】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面
を参照して説明する。
（第１の実施の形態）図１ないし図５は本発明の第１の
実施の形態に係り、図１は先端フード部材を取り付けた
内視鏡の先端部の斜視図、図２は内視鏡の先端部の正面
図、図３は対象物から先端フード部材に加わる力を示す
説明図、図４は先端フード部材に力が加わることによる
変形を示す説明図、図５は先端フード部材の凸部の先端
面を示す説明図である。
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【００１４】（構成）図１に示すように、内視鏡１は、
図示しない光源装置、ビデオプロセッサ及びモニタとと
もに内視鏡装置を構成するものである。
【００１５】内視鏡１の挿入部１０の先端部１１には、
先端フード部材２０が着脱自在の状態で設けられてい
る。この場合、先端フード部材２０は、略円筒状に形成
され、先端部１１に圧入されて固定されている。
【００１６】先端フード部材２０は、シリコンゴム、フ
ッ素ゴムなどの加硫ゴムや、ウレタン系エラストマー、
アクリル系エラストマー、オレフイン系エラストマー等
の熱可塑性エラストマーなどの軟性で弾性を有する軟性
材料にて形成されている。
【００１７】先端フード部材２０は、先端部１１から突
出した突出部２１と、先端部１１が嵌合される内視鏡固
定部２２とを有する。
【００１８】突出部２１には、該突出部２１の先端から
力が加わった際に、該突出部２１を変形可能とするため
に、２つの凹部２３，２３が設けられている。突出部２
１には、２つの凹部２３，２３を形成することで２つの
凸部２４，２４が形成されている。
【００１９】図１及び図２に示すように、先端部１１の
端面には、空気・水送り口であるところの送気送水ノズ
ル１２と、吸引口１３と、観察光学系１４と、照明窓１
５，１６とが設けられている。
【００２０】観察光学系１４は、対物レンズとなってお
り、この対物レンズの最先端レンズを観察窓に配置した
ものである。この対物レンズの内視鏡基端側にはイメー
ジファイババンドルの像入射端面（電子内視鏡の場合、
固体撮像素子の撮像面）が配置されている。照明窓１
５，１６の内側には、ライトガイドファイババンドルの
出射端面が配置されている。
【００２１】図２に示すように、凹部２３，２３の位置
は、凸部２４，２４の円周上の連続範囲が１８０° 以
下となる位置に設けられている。この場合、本実施の形
態では、凹部２３，２３は、１８０°の間隔で設けられ
ている。
【００２２】凹部２３，２３は、図３に示すように、矢
印２５で示す対象物２６からの力が突出部２１の先端に
加えられた場合に、凸部２４，２４が０．２９Ｍｐａ以
下の力で図４に示すように変形するように形成されてい
る。
【００２３】突出部２１の基本形状は、略円筒状である
ため、先端側から力が与えられた場合には外周方向へは
変形し難く、内周方向へ変形し易い。
【００２４】ここで、図５に示すように、対象物に当接
する凸部２４，２４の先端面の面積Ａ（斜線部）とし、
この斜線部に加わる圧力をＰとする。
【００２５】図３に示すように、凸部２４，２４の先端
面に力を加える場合、与える力Ｆは以下の式でとなる。
【００２６】Ｆ＝Ｐ×Ａ  …（１）
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ここで、圧力Ｐが０．２Ｍｐａ（２ｋｇｆ／ｃｍ２）で
凸部２４，２４が変形するように形成することを考え
る。
【００２７】例えば、Ａ＝０．４ｃｍ２の場合には、式
（１）より、凸部２４，２４の先端面に力に与える力Ｆ
がＦ＝０．８ｋｇｆで凸部２４，２４が変形するよう
に、先端フード部材２０の凸部２４，２４や凹部２３，
２３の形状、寸法、材質を設定する。
【００２８】例えば、Ａが０．３ｃｍ２の場合には、式
（１）より、与える力ＦがＦ＝０．６ｋｇｆで変形する
ように先端フード部材２０を形成する。
【００２９】（作用）このような第１の実施の形態にお
いては、凸部２４，２４の円周上の連続範囲が１８０°
 以下になるよう形成されているため、突出部２１の先
端側から力が加えられた場合でも、凸部２４，２４は突
出部２１の内側方向に容易に変形する。これにより、突
出部２１や内視鏡固定部２２に応力が集中せず、先端フ
ード部材２０の材質に安価なものを用いた場合にも、凸
部２４，２４が破損するのを十分防止できる。又、先端
フード部材２０を内視鏡固定部２２が先端部１１に装着
する構造として簡易な構造を用いた場合にも、内視鏡固
定部２２が先端部１１からずれたり、外れたりするのを
十分防止できる。
【００３０】一方、文献、宇野良次著、「細径大腸内視
鏡・ＣＦ－ＳＶの安全性の検討」，医療機械学第６７巻
第７号別冊，１９９７年７月１日発行，２８９頁－２９
２頁によれば、３～４ｋｇ／ｃｍ２以上の力が腸壁に加
わると、理論上、腸壁が穿孔する可能性が高いというこ
とが示されている。
【００３１】このため、術者はこれ以上の力を腸壁に与
えないように内視鏡を操作する。すなわち術者は突出部
２１に３～４ｋｇ／ｃｍ２以上の力が加わらないように
内視鏡を操作する。
【００３２】ここで、内視鏡を用いた検査中に、突出部
２１が粘膜に対して押し当てられた場合、凸部２４，２
４は本実施形態では０．２Ｍｐａで変形する。すなわ
ち、略０．２９Ｍｐａ以下（３ｋｇｆ／ｃｍ２以下）で
確実に変形し、術者はこのような力がかかることのない
ように操作するため、突出部２１や内視鏡固定部２２が
破損することがない。
【００３３】さらに、突出部２１が観察対象物の粘膜に
対して押し当てられた場合、凸部２４，２４が変形する
ことにより、自然状態に対して、観察光学系と観察対象
物との距離が近くなるので、観察対象物の見え方が通常
の状態とは異なることになる。これにより、術者は凸部
２４，２４に略０．２９Ｍｐａ以上（３ｋｇｆ／ｃｍ２

ｋｇ以上）の力が加わる前に凸部２４，２４が変形して
いることを認知できる。
【００３４】（効果）第１の実施の形態によれば、先端
フード部材２０を用いることで、観察視野が容易に確保



(4) 特開２００３－２４５２４４

10

20

30

40

50

5
でき、観察性能の良い内視鏡装置が提供できる。また、
凸部２４，２４が０．２９Ｍｐａ以下の力で変形するよ
うに形成されているので、先端フード部材２０に過大な
力が加わることが防止でき、高価な材質を用いることな
く、先端フード部材２０の破損を防止し、耐久性を向上
できる。また、凸部２４，２４が０．２９Ｍｐａ以下の
力で変形するので、患者に違和感を与えるのを防止でき
る。さらに、術者は凸部２４，２４に略０．２９Ｍｐａ
以上（３ｋｇｆ／ｃｍ２ｋｇ以上）の力が加わる前に凸
部２４，２４が変形していることを認知できる。
【００３５】（第２の実施の形態）図６ないし図８は本
発明の第２の実施の形態に係り、図６は先端フード部材
を取り付けた内視鏡の先端部の正面図、図７は内視鏡の
挿入部に取り付けられた先端フード部材の断面図、図８
は先端フード部材に力が加わることによる変形を示す説
明図である。
【００３６】（構成）図６に示すように、第２の実施の
形態の内視鏡３で図２に示した第１の実施形態と異なる
のは、先端フード部材３０のみで、挿入部１０は第１の
実施の形態と同様になっている。
【００３７】先端フード部材３０は第１の実施の形態の
先端フード部材２０と同様の材質で形成されている。
【００３８】先端フード部材３０の突出部３１には、該
突出部３１の先端から力が加わった際に、該突出部３１
を変形可能とするために、凹部３３が４つ設けられてい
る。
【００３９】この場合、凹部３３は９０°の間隔で４つ
設けられている。突出部３１には、４つの凹部３３を形
成することで４つの凸部３４が形成されている。
【００４０】図７に示すように、観察光学系１４の観察
深度は３ｍｍ～１００ｍｍに設定されている。凸部３４
の観察光学系１４の最先端レンズからの突出量ｈ１は観
察深度の近点値ａ＝３ｍｍよりも長くなるように設定さ
れている。例えば突出量ｈ１は５ｍｍに設定されてい
る。
【００４１】又、凹部２３の突出量ｈ２は観察深度の観
察深度の近点値ａ＝３ｍｍと略同一か、又はこれよりも
長く設定されている。例えば３ｍｍに設定されている。
【００４２】凸部３４の内周面には先端側に向かって拡
開形状となるテーパー部３６が設けられている。
【００４３】（作用）このような第２の実施の形態にお
いて、図８に示すように、凸部３４の先端側から力が加
えられた場合には、テーパー部３６の作用により凸部３
４が外側に拡がるように変形し、観察視野において凸部
３４の見える量は増加せず、視野を塞ぐことがない。
【００４４】凸部３４が変形した場合でも、突出部３１
の凹部２３の突出量ｈ２（＝３ｍｍ）の範囲は変形しな
いため、観察光学系１４と観察対象物との距離は３ｍｍ
以上に保たれ、ピントがぼけない。
【００４５】（効果）以上、説明したように第２の実施

6
の形態によれば、高価な材質を用いることなく、観察視
野を確保し、破損を防止し、患者に違和感を与えないよ
うにすることができるとともに、凸部３４が変形した場
合でも視野が広く、視野が明瞭な観察性能の良い内視鏡
が提供できる。
【００４６】（第３の実施の形態）図９は本発明の第３
の実施の形態に係る内視鏡の挿入部に取り付けられた先
端フード部材の断面図である。
【００４７】（構成）図９に示すように、第３の実施の
形態の内視鏡４では、挿入部４０の先端部４１に設けた
観察光学系４４の観察深度が４ｍｍ～１００ｍに設定さ
れている。
【００４８】先端フード部材５０は第１の実施の形態の
先端フード部材２０と同様の材質で形成されている。
【００４９】先端フード部材５０の突出部５１には、凹
部５３が９０°の間隔で４つ設けられている。突出部５
１は、４つの凹部５３により４つの凸部５４が形成され
ている。凸部５４の内周面には先端側に向かって拡開形
状となるテーパー部５６が設けられている。
【００５０】凸部５４の観察光学系４４からの突出量ｈ
３はこの観察深度の近点値ｂ＝４ｍｍと略同一に設定さ
れている。
【００５１】（作用）第３の実施の形態では、内視鏡４
の使用中において、凸部５４が変形すると、観察光学系
４４と観察対象物との距離が、観察光学系４４の観察深
度の近点値ｂよりも小さくなるため、観察画像のピント
が合わなくなる。これにより術者が先端フード部材５０
が変形していることを認知できる。
【００５２】（効果）以上、説明したように第３の実施
の形態によれば、図６乃至図８に示した第２の実施の形
態と同様の効果が得られるとともに、術者は先端フード
部材５０が変形していることを更に容易に認知できる。
【００５３】（第４の実施の形態）図１０は本発明の第
４の実施の形態に係る内視鏡の挿入部に取り付けられた
先端フード部材の断面図である。
【００５４】（構成）図１０に示すように、第４の実施
の形態の内視鏡６では、図９と同じ観察深度の挿入部４
０を用いている。
【００５５】先端フード部材６０は第１の実施の形態の
先端フード部材２０と同様の材質で形成されている。
【００５６】先端フード部材６０の突出部６１には、４
つ凹部６３が９０°の間隔で４つ設けられている。これ
により突出部６１は、４つの凸部６４が形成されてい
る。凸部６４の先端側には先端側に向かって拡開形状と
なるテーパー部６６が設けられている。
【００５７】凸部６４の観察光学系４４からの突出量ｈ
４は観察光学系４４の観察深度の近点値ｃ＝４ｍｍより
も長く設定されている。例えば突出量ｈ４は６ｍｍに設
定されている。
【００５８】一方、凹部６３の突出量ｈ５は観察深度の
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近点値ｃ＝４ｍｍよりも短く設定されている。例えば突
出量ｈ５は２ｍｍに設定されており、凸部６４に力が加
わった際に、観察光学系と対象物との距離が、観察深度
の近点値よりも小さくなるように変形可能に設定されて
いる。
【００５９】（作用）第４の実施の形態では、凸部６４
が変形し、凸部６４の先端が近点値ｃ＝４ｍｍより短く
なると、観察光学系と観察対象物との距離が、観察深度
の近点値よりも小さくなるため、観察画像のピントが合
わなくなる。
【００６０】（効果）以上、説明したように第４の実施
の形態によれば、図６乃至図８に示した第２の実施の形
態と同様の効果が得られるとともに、術者はフードが必
要以上に変形していることを更に容易に認知できる。
【００６１】尚、本願は前述の第１乃至４の実施の形態
に限定されず、前記突出部が内側に向けて変形するよう
形成しても良いし、前記突出部が外側に向けて変形する
よう形成してもかまわない。
【００６２】（第５の実施の形態）図１１は本発明の第
５の実施の形態に係るモニタの画面表示を示す説明図で
ある。
【００６３】（構成）図１１に示すように、第５の実施
の形態の内視鏡装置のモニタ１７は、画面１８の右寄り
に、観察画像１９を表示している。
【００６４】観察画像１９は、正方形又は長方形略四角
形になっている。第５の実施の形態の内視鏡装置では、
自然状態において、モニタ１７上の観察画像１９に先端
フード部材の突出部７１の凸部７４が見えるように、観
察視野領域に突出部７１の凸部７４の少なくとも一部が
重なるように形成されている。これ以外の内視鏡装置の
構成は第１の実施の形態と同様になっている。
【００６５】（作用）第５の実施の形態では、対象物か
ら先端フード部材の突出部７１に力が加わると、突出部
７１の凸部７４は、図４に示す凸部２４と同様に内周側
に変形し、モニタ１７上の観察画像１９で、図１１の点
線で示すように、凸部７４の変形が認知できる。
【００６６】（効果）以上、説明したように第５の実施
の形態によれば、図１乃至図５に示した第１の実施の形
態と同様の効果が得られるとともに、モニタ１７上の観
察画像１９に凸部７４が表示されるので、術者が先端フ
ード部材が変形していることを更に容易に認知できる。
【００６７】尚、本願は前述の第５の実施の形態に限定
されず、先端フード部材の突出部７１に力が加わった場
合に、突出部７１が変形して観察視野領域に突出部７１
の凹部を形成した部分が重なるように形成しても良い
し、観察視野領域に凸部７４と凹部の中間部が重なるよ
うに形成しても構わない。即ち、本願は前記突出部の一
部が変形した際に前記観察視野に見える前記突出部の量
が増加するように前記突出部を形成したことを特徴とす
る。
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【００６８】（第６の実施の形態）図１２ないし図１４
は本発明の第６の実施の形態に係り、図１２は内視鏡の
挿入部に取り付けられた先端フード部材の断面図、図１
３は先端フード部材を取り付けた内視鏡の先端部の正面
図、図１４はモニタの画面表示を示す説明図である。
【００６９】（構成）図１２に示すように、第６の実施
の形態の内視鏡８で図２に示した第１の実施形態と異な
るのは、先端フード部材８０のみで、挿入部１０は第１
の実施の形態と同様になっている。
【００７０】先端フード部材８０は第１の実施の形態の
先端フード部材２０と同様の材質で形成されている。
【００７１】先端フード部材８０は先端部１１から突出
した突出部８１と先端部１１が嵌合される内視鏡固定部
８２とを有する。
【００７２】先端フード部材８０の突出部８１には、該
突出部８１の先端から力が加わった際に、該突出部８１
を変形可能とするために、図１３に示すように、３つの
凹部９１，９２，９３が設けられている。突出部８１
は、３つの凹部９１，９２，９３を形成することで３つ
の凸部９４，９５，９６が形成されている。
【００７３】凹部９１及び凹部９２は、それぞれ、図１
２及び図１３に示す観察光学系１４の観察視野領域９０
に突出部８１が入らないように、観察視野領域９０に対
応した形状に切り欠かれて形成されている。これによ
り、先端フード部材８０は、自然状態では、図１４に示
すモニタ１７上の観察画像１９に突出部８１が全く又
は、ほとんど見えないように構成されている。突出部８
１の凸部９４に対向する位置には凹部９３が設けられて
いる。
【００７４】図１３に示すように、凹部９１と凹部９２
との間隔は略９０°に形成されている。凹部９１と凹部
９３との間隔は略１３５°に形成されている。凹部９２
と凹部９３との間隔は略１３５°に形成されている。
【００７５】これらの間隔により、凸部９５，９６は、
それそれの円周方向の連続範囲が１８０°以下となるよ
うに形成されている。
【００７６】又、先端フード部材８０は、第１の実施の
形態と同様に突出部の先端側から先端面に対して垂直に
力をかけた際に、０．２９ Ｍｐａ以下の圧力で凸部９
４，９５，９６が内側方向に変形し始める様に、凹部９
１，９２，９３が形成されている。また、凸部９４，９
５，９６の内側面９７は、圧力がかかると内側方向に変
形するように、図１２に示す内視鏡挿入方向８３に対し
て略平行になるように形成されている。
【００７７】凸部９４，９５，９６の少なくとも一部、
例えば凸部９４は、これが変形した際に、凸部９４の一
部が観察視野領域９０に入るように、観察視野領域９０
に近接する位置に形成されている。
【００７８】（作用）第６の実施の形態において、突出
部８１が観察対象物の粘膜に対して押し当てられて凸部
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9
９４が変形した場合には、これまで見えていなかった凸
部９４の一部が観察視野領域９０に入り、図１４に示す
ように、モニタ１７上の観察画像１９に凸部９４の一部
が見えるようになる。
【００７９】（効果）以上、説明したように第６の実施
の形態によれば、突出部８１の凸部９４は０．２９Ｍｐ
ａ以下の力で内側に変形するので、図１乃至図５に示し
た第１の実施の形態と同様の効果が得られるとともに、
凸部９４が変形した場合にモニタ１７上の観察画像１９
に凸部９４が表示されるので、術者が先端フード部材が
変形していることを更に容易に認知できる。
【００８０】尚、本願は前述の第６の実施の形態に限定
されず、先端フード部材８０の突出部８１に力が加わっ
た場合に、突出部８１が変形して凹部９１を形成した部
分が観察画像１９に見えるようにしても良いし、凸部９
４と凹部９１の中間部が見えるように形成しても構わな
い。即ち、本願は前記突出部を自然状態においては観察
視野に見えないように形成し、前記突出部が変形した際
に前記突出部の一部が観察視野に見えるように形成した
ことを特徴としている。
【００８１】（第７の実施の形態）図１５及び図１６は
本発明の第７の実施の形態に係り、図１５は内視鏡の挿
入部に取り付けられた先端フード部材の断面図、図１６
は先端フード部材に力が加わることによる変形を示す説
明図である。
【００８２】（構成）図１５に示すように、第７の実施
の形態の内視鏡１０１において図１２に示した第６の実
施の形態と異なるのは、先端フード部材１８０の突出部
１８１の内周面側全周には斜面部１９７が設けられてい
ることである。先端フード部材１８０の内視鏡固定部８
２及び挿入部１０は第６の実施の形態と同様になってい
る。
【００８３】斜面部１９７は、突出部１８１の先端側に
向かって拡開形状になっている。凸部１８１は０．２９
Ｍｐａ以下の力で図１６に示すように変形するように形
成されている。
【００８４】（作用）第７の実施の形態では、図１６に
示すように、突出部１８１が観察対象物の粘膜１９８に
対して押し当てられて凸部１９４に先端側から力が加え
られると、凸部１９４は斜面部１９７の作用により外周
側に変形する。
【００８５】凸部１９４が変形すると、斜面部１９７が
粘膜１９８に当接して接触面積が増加する。接触面積が
増加することで斜面部１９７に接触した粘膜１９８にお
ける圧力が減少する。
【００８６】（効果）第７の実施の形態によれば、突出
部１８１の凸部１９４は０．２９Ｍｐａ以下の力で外側
に変形するので、患者に違和感を与えるのを防止でき、
図６乃至図８に示した第２の実施の形態と同様の効果が
得られるとともに、凸部１９４が変形すると、斜面部１
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９７が粘膜に当接して接触面積が増加するので、粘膜に
過大な圧力を与えるのをさらに防止でき、患者に違和感
を与えるのをさらに防止できる。
【００８７】尚、本願は前述の第７の実施の形態に限定
されず、前記凸部１８１が押圧面に押圧して変形した際
に、前記押圧面に接する面積が増加するように、前記突
出部の内周側若しくは外周側の少なくともいずれか一方
に斜面部を設ければよい。
【００８８】尚、凹部の突出長はなくても良く、内視鏡
先端面と同一でも良いし、先端面よりも基端部側に凹の
形状でも良い。又、複数の凹部の突出長は同一でなくと
も良い。
【００８９】又、凸部の突出長も全てが同一でなくても
良いし、凸部自体の先端部の形状が緩やかな凸状や凹状
であっても良いし、細かな凹凸があっても良い。
【００９０】要は、フード部材の突出部全体としてとら
えた際に凹部と凸部として形成されていれば良い。
【００９１】フード部材の突出部は円筒状でなくとも良
く、突出部全体としての断面形状が楕円形や長円形や、
一部に直線部があるものや、略４角形や略８角形などの
多角形の形状を有するような筒状でも良い。
【００９２】突出部は凸部の集合により略筒状をなし、
すなわち凸部と凹部を合わせた形状を断面とする筒状を
想定し、突出部の少なくとも先端部に開口する凹部を設
け、凹部に対して相対的に凸部となる部分が周方向に連
続する範囲が、前記筒状の断面形状を円弧に近似したと
きに１８０°以下となるように形成すれば良い。
【００９３】例えば、図１７、図１８、図１９、図２０
に示すような形態でも良い。図１７に示す実施形態で
は、フード部材の突出部の断面は直線部と円弧から形成
されており、凸部の周方向の連続範囲が１８０°以下と
なるように３ヶ所に凹部が設けられている。
【００９４】図１８に示す実施形態では、フード部材の
突出部の断面は、略８角形に４ヶ所の凹部を設けた形状
となっており、凸部の周方向の連続範囲が１８０°以下
となるように形成されている。
【００９５】図１９に示す実施形態では、先端フード部
材は内視鏡の先端部に着脱不能に一体に形成されてお
り、先端部の先端面から直線状の形状を有する凸部が先
端部の外周円に沿って３個設けられている。この凸部が
設けられていない部分が凹部を成し、凸部の周方向の連
続範囲が１８０°以下となるように形成されている。
【００９６】図２０に示す実施形態では、先端部の先端
面から直線状の形状を有する凸部が４個設けられてい
る。この内先端部の最外周に沿っていない凸部もある。
その他は図１９の形態と同様である。
【００９７】各実施形態におけるフード部材は、内視鏡
の先端部に着脱自在に形成しても良く、内視鏡の先端に
着脱不能に一体形成しても良い。
【００９８】［付記］以上詳述したような本発明の上記
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実施の形態によれば、以下の如き構成を得ることができ
る。
【００９９】（付記１）  内視鏡の挿入部の先端部に着
脱自在若しくは一体に設けられ、前記内視鏡の観察視野
方向に突出する突出部を有する先端フード部材におい
て、前記突出部は、弾性変形可能な軟性部材にて形成す
るとともに、該突出部の凸部の周方向連続範囲が略１８
０°以下となるように少なくとも２つの凹部を設け、該
突出部の先端側からの押圧により変形可能に形成したこ
とを特徴とする先端フード部材。
【０１００】（付記２）  前記突出部の先端側からの略
０．２９ＭＰａ（３ｋｇｆ／ｃｍ２）以下の力で変形す
るよう形成したことを特徴とする付記１に記載の先端フ
ード部材。
【０１０１】（付記３）  前記突出部の一部変形した際
に、前記観察視野に見える前記突出部の量が増加するよ
うに前記突出部を形成したことを特徴とする付記１ない
し２に記載の先端フード部材。
【０１０２】（付記４）  前記突出部は凸部の集合によ
り、略筒状を成すように形成されている付記１、２のい
ずれか一つに記載の先端フード部材。
【０１０３】（付記５）  前記突出部は凸部の集合によ
り、略円筒状を成すように形成されている付記１、２の
いずれか一つに記載の先端フード部材。
【０１０４】（付記６）  前記突出部を自然状態におい
ては観察視野に見えないように形成し、前記突出部が変
形した際に前記突出部の一部が観察視野に見えるように
形成したことを特徴とする付記１または２に記載の先端
フード部材。
【０１０５】（付記７）  前記突出部が内側に向けて変
形するように形成したことを特徴とする付記１乃至６の
いずれか一つに記載の先端フード部材。
【０１０６】（付記８）  前記突出部が外側に向けて変
形するように形成したことを特徴とする付記１、２、
４、５のいずれか一つに記載の先端フード部材。
【０１０７】（付記９）  前記内視鏡の観察光学系から
の突出する前記凸部の突出長は前記内視鏡の観察深度の
近点値よりも長く形成し、前記凹部の前記観察光学系か
らの突出長は前記観察深度の近点値以上の長さに形成し
たことを特徴とする付記１乃至８のいずれか一つに記載
の先端フード部材。
【０１０８】（付記１０）  前記内視鏡の観察光学系か
らの突出する前記凸部の突出長は前記内視鏡の観察深度
の近点値と略同一に形成し、前記凹部の前記観察光学系
からの突出長は前記観察深度の近点値よりも短く形成し
たことを特徴とする付記１乃至８のいずれか一つに記載
の先端フード部材。
【０１０９】（付記１１）  前記内視鏡の観察光学系か
らの突出する前記凸部の突出長は前記内視鏡の観察深度
の近点値よりも長く形成し、前記凹部の前記観察光学系*
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*からの突出長は前記観察深度の近点値よりも短く形成し
たことを特徴とする付記１乃至８のいずれか一つに記載
の先端フード部材。
【０１１０】（付記１２）  前記凸部が押圧面に押圧し
て変形した際に、前記押圧面に接する面積が増加するよ
うに、前記突出部の内周側若しくは外周側の少なくとも
いずれか一方に斜面部を設けたことを特徴とする付記１
乃至１１のいずれか一つに記載の先端フード部材。
【０１１１】（付記１３）  付記１乃至１２のいずれか
一つに記載の先端フード部材が、挿入部の先端部に着脱
自在又は一体に設けられたことを特徴とする内視鏡装
置。
【０１１２】
【発明の効果】以上述べた様に請求項１乃至３に記載の
構成によれば、先端フード部材により観察視野が容易に
確保でき、先端フード部材を用いた観察性能の良い内視
鏡装置が提供できる。また、前記突出部はその先端側か
らの押圧により変形可能に形成されているので、先端フ
ード部材に過大な力が加わることが防止でき、高価な材
質を用いることなく、先端フード部材の破損を防止し、
耐久性を向上でき、患者に違和感を与えるのを防止でき
る。
【０１１３】請求項３に記載の構成によれば、前記突出
部の一部が変形した際に前記観察視野に見える前記突出
部の量が増加するので、術者が先端フード部材が変形し
ていることを容易に認知できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る先端フード部
材を取り付けた内視鏡の先端部の斜視図。
【図２】図１の第１の実施の形態に係る内視鏡の先端部
の正面図。
【図３】図１の第１の実施の形態に係る先端フード部材
に加わる力を示す説明図。
【図４】図１の第１の実施の形態に係る先端フード部材
の変形を示す説明図。
【図５】図１の第１の実施の形態に係る先端フード部材
の凸部の対象物に当接する先端面を示す説明図。
【図６】本発明の第２の実施の形態に係る先端フード部
材を取り付けた内視鏡の先端部の正面図。
【図７】図６の第２の実施の形態に係る先端フード部材
の断面図。
【図８】図６の第２の実施の形態に係る先端フード部材
に力が加わることによる変形を示す説明図。
【図９】本発明の第３の実施の形態に係る内視鏡の挿入
部に取り付けられた先端フード部材の断面図。
【図１０】本発明の第４の実施の形態に係る内視鏡の挿
入部に取り付けられた先端フード部材の断面図。
【図１１】本発明の第５の実施の形態に係るモニタの画
面表示を示す説明図。
【図１２】本発明の第６の実施の形態に係る内視鏡の挿
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入部に取り付けられた先端フード部材の断面図。
【図１３】図１２の第６の実施の形態に係る先端フード
部材を取り付けた内視鏡の先端部の正面図。
【図１４】図１２の第６の実施の形態に係るモニタの画
面表示を示す説明図。
【図１５】本発明の第７の実施の形態に係る内視鏡の挿
入部に取り付けられた先端フード部材の断面図。
【図１６】図１５の第７の実施の形態に係る先端フード
部材の変形を示す説明図。
【図１７】本発明の第８の実施の形態に係る先端フード
部材を取り付けた内視鏡の先端部の正面図。
【図１８】本発明の第９の実施の形態に係る先端フード
部材を取り付けた内視鏡の先端部の正面図。 *
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*【図１９】本発明の第１０の実施の形態に係る先端フー
ド部材を有する内視鏡の先端部の正面図。
【図２０】本発明の第１１の実施の形態に係る先端フー
ド部材を有する内視鏡の先端部の正面図。
【符号の説明】
１          …内視鏡装置
１０        …挿入部
１１        …先端部
２０        …先端フード部材
２１        …突出部
２２        …内視鏡固定部
２３        …凹部
２４        …凸部

【図１】 【図２】 【図３】

【図４】 【図５】

【図６】

【図１５】
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【図１６】
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